
高知県教育振興基本計画推進会議設置要綱 
 

（設置） 

第１条 高知県教育振興基本計画（以下「計画」という。）を効果的かつ着実に推進するた

め、計画の進捗状況の点検、検証その他計画に関する審議を行うため、高知県教育振興

基本計画推進会議（以下「推進会議」という。）を設置する。 

 

（審議事項） 

第２条 推進会議は、次に掲げる事項を審議する。 

（１）計画の進捗状況の点検、検証に関すること。 

（２）計画の見直しに関すること。 

（３）その他計画に関すること。 

 

（委員） 

第３条 推進会議は、県内の教育関係者及び有識者１０名程度で組織する。 

２ 推進会議の委員は、教育長が委嘱又は任命する。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

４ 必要があると認められるときは、委員以外の者に推進会議の会議への出席を求めるこ

とができる。 

 

（組織） 

第４条 推進会議に議長及び副議長を置く。 

２ 議長は、委員の互選によって定める。 

３ 副議長は、議長が指名する。 

４ 議長は、会務を総理する。 

５ 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

 

（庶務） 

第５条 推進会議の庶務は、高知県教育委員会事務局教育政策課において処理する。 

 

  附 則 

  この要綱は、平成 28年８月８日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成 30年９月４日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年６月 19日から施行する。 


